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《児童手当の概要》
　この制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。手当を受給するために、
出生時や転入時には、必ず申請手続きをしてください。
◆ 支 給 対 象 ◆
　０歳から高校生年代（就学、就労に関わらず、１８歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の児童を養育して
いる、長瀞町に住民登録のある方。（原則、児童の両親のうち所得の高い方が受給者となります）。
※公務員は、所属官公庁へ申請、受給となります。
◆ 手当月額等 ◆

児童の年齢
支給金額（１人当たりの月額）

第１子・第２子 第３子以降（※）
３歳未満 １５,０００円

３０,０００円
３歳以上～高校生年代 １０,０００円

　 長瀞町の児童手当支給日は、偶数月の８日（土日・祝日の場合は以降の平日）です。
　※ 多子加算のカウントは、「２２歳となった年度末まで（親等の監護相当・経済的負担がある場合）」となります。
※ 「児童手当の支給対象となるお子様」と、「年度末までに１９歳から２２歳になるお子様」の合計が３名以上

の方で、「年度末までに１９歳から２２歳になるお子様」を多子加算のカウント対象とするには、「児童手当額
改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

《児童手当の現況届》
　児童手当を受けている方は、毎年６月に現況届の提出が必要でしたが、令和４年度より、現況届の提出が原則
省略となりました。ただし、支給要件を審査し、お手続きが必要となる方には通知をします。
◆ 手続き方法 ◆
　現況届の提出が必要な受給者の方には、６月上旬に現況届を送付しますので、必要書類を添付し提出してくだ
さい。現況届の提出がない場合には、８月分（１０月振込分）以降の手当が受けられません。期限内に必ず提出
してください。
　下記に該当する方は現況届の提出が必要となります。

（現況届の提出が必要な方）
・ 現況状況を公簿等により確認することができない方
・法人の未成年後見人の方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・ 戸籍及び住民票に記載がない児童を養育されている方
・施設等受給者の方（里親の方を含む）
・ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
・その他提出の案内があった方

◆ 提 出 期 限 ◆　令和７年６月３０日㈪
◆ 現況届に必要な添付書類 ◆
・ 健康保険被保険者資格証の写し（※受給者が厚生年金等の加入者である場合）
・ その他、必要に応じて提出する書類があります。（監護・生計同一申立書等）

 問合せ 　健康こども課　子育て支援担当　☎６６・３１１１　内線１３５

　長瀞町では、長瀞町の次世代を担う子どもを応援するため、「はつらつ！こども応援金」・「はつらつ！就学・
通学応援金」を支給します。
　５月１６日に、対象児童・生徒のいる各世帯へ、案内文を送付いたしました。
　申請等が必要な世帯は、必要書類を同封してあります。書類ごとに提出期限が異なりますので、ご注意ください。

 問合せ 　教育委員会　教育総務担当　☎６６・３１１１　内線３０５

はつらつ！こども応援金　はつらつ！就学・通学応援金　を支給します

児童手当の概要・現況届の提出について


